
  

総論－－転機に立つ社会保障－－

はじめに

戦後の厚生行政の歩みをふりかえってみると,国民皆保険,国民皆年金体制の実現を中心として,最近の児童
手当制度の発足,老人医療費の無料化から最近の医療保険,年金制度の飛躍的な改善に至るまで,社会保障制
度の体系的整備については順調な進行をみせてきた。しかし,その反面において,最近の年金,医療保険の大
改正の際に国民から寄せられた多くの切実な期待,次第に国民生活における比重を増しつつある老人問題,
医療供給面にみられる諸般のあい路更には食品,薬品の安全性をめぐる国民の不安等に照らして,厚生行政
の進路には,多くの問題が立ちはだかっていることも率直に認めなければならない。しかも,48年に入って
からの物価の異常な上昇や,最近の石油危機をめぐる経済の混乱等,国民生活をめぐる経済的環境は,極めて
深刻な事態に当面している。

社会保障に関していえば,物価の異常な上昇のもとでは,放置すれば,経済的弱者に対してその被害がしわ寄
せされ,社会保障給付による生活保障の実効性が失われ,また社会サービス・公共サービスの分野への適切
な資源配分が阻害される恐れが極めて大きい。更に,国民経済全体の立場から考えれば,この異常な事態に
国民的合意のもとで対処していくためにも,高度の社会的公正と連帯とが要求されることはいうまでもな
く,国民福祉の問題は,これらの点から新たに見直される必要があることが強調されなければならない。

このような意味で,今後の厚生行政の進路の設定にはなみなみならぬ決意を必要とされるが,その場合,大前
提として我々にとって必要なことは,国民の健康や福祉の現状についての的確な認識であり,更にはこれら
をめぐる国民の期待の所在のは握である。もとより,厚生行政年次報告書はそのためのものであるが,この
報告書においては,第1に,国民の健康と福祉について今日までの歩みをふりかえりつつ,その現状と問題を
概観することによって,これまでの社会保障の到達した地点を見定めるとともに,第2に,国民生活をめぐる
諸条件の変化と国民の要望に即応して,今後社会保障の充実を進めるに当たって適切な進路を見定める手
がかりを得ようと試みたものである。 
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第1節  国民の健康をめぐる状況

国民の健康の状態は,母子保健の充実,更には医学医術の進展,抗生物質等の開発等に支えられた結核対策,
伝染病対策の推進等によって,著しい改善をみてきたが,とりわけ戦後の我が国の平均寿命の伸長には顕著
なものがあり,世界の長寿国のトップグループの水準に近づくに至った。

しかし,顕著な改善をみたとはいえ,乳児死亡については,先天異常,低酸素状態での出生,極端な低体重児の
問題等,新生児期での問題は,今後に解決を持ち越されており,また,妊産婦死亡の主要死因である妊娠中毒
症は,その本態がいまだ究明されるには至っていない。

結核,急性伝染病等の感染性疾患の後退に伴って,我が国における死因の上位を独占するに至ったいわゆる
成人病については,がん検診その他の予防活動の充実と医療水準の向上,医療施設の整備にもかかわらず,老
齢化という生命現象に深いかかわりを持つ疾患として,依然として,医学的に未解明の問題を多く残してお
り,医療面における研究開発の飛躍的な発展とともに,青壮年期からの健康管理,検診体制の充実等,予防面
での施策の進展に期待されるところが大きい。

児童の体位は,生活水準の上昇に伴って戦後著しい向上をみたものの,経済社会の高度化,過密化の進展は,
児童の健康について,その死因順位の第1位である不慮の事故,特に交通事故死の増加を招き,また,遊び場,ス
ポーツ施設の不足もあって,肥満児の増加,体力の伸び悩み,といった問題を提起してきている。

また,高密度経済社会の弊害としての環境汚染,PCB,水銀等による食品公害の問題は,国民の不安とこれによ
る健康被害をもたらし,これら物質の環境からの除去,検査体制の確立,健康被害からの回復等,これら問題
に有効適切に対処するには,医学,環境科学等の関連諸科学の高度な研究開発の推進が急務となっている。

以上のような国民の健康をめぐる状況を背景として,生活水準の向上,国民の健康意識の高まりは,国民の関
心を疾病の予防,健康の増進といったポジティブ・ヘルスの問題に急速に転回させてきつつあり,我が国の
医療供給体制を更にこの面において発展させ,健康の増進からリハビリテーションまでの一貫した包括医
療体制を確立することが強く求められるに至っている。

また,医療保障制度の充実によって,国民の医療を受ける機会は拡大されてきたが,医療施設,医療関係者と
いった我が国の医療供給面での整備が相対的に立ち遅れた結果,救急医療,休日・夜間の医療の問題等医療
供給をめぐる国民の不満は,近年とみに大きくなってきている。また,医療関係者,医療施設の地域的偏在現
象は深刻化し,地域での無医療状態,都市の人口急増地域での医療供給の極端な不足といった状況を生じて
いる。

このような地域における医療供給体制の今日的状況の解決には,我が国全体としての医師をはじめとする
医療関係者の確保対策等,医療供給体制全般にわたる施策の推進が図られるとともに,地域社会において,地
域医療計画に基づく地域医療システムの確立という方向で,具体的に問題が解決されていく必要がある。
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第2節  健康の指標

以下においては,国民の健康に関する各種の指標を,地域的な格差も含めて,特に健康に対してぜい弱な要素
を多く持っていると思われる新生児,乳幼児の段階,出産をめぐって大きな身体的な変化を伴う妊産婦,更に
は,脳卒中,がんなど成人病を中心とした健康障害に陥りやすい老人に焦点を合わせてみていくこととす
る。
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第2節  健康の指標
1  母子,児童の健康

出生時,特に初産である第1児出産時の母親の平均年齢は,47年で24.9歳であり,以前との大きな変化はみら
れない。しかし,年齢分布については,徐々にではあるが偏差が縮小する傾向にあり,母体の保護にとって望
ましい方向にある(第1-1表参照)。

第1-1表 第1児を出産した母の年齢階級別百分率及び母の平均年齢

出産の場所については,25年においては医療施設(病院,診療所,助産所)内分べんが4.6%にすぎなかったも
のが,47年には97.7%となり,市部,郡部の格差もほとんどみられなくなった。

出生時の平均体重は年々増加の傾向にあり,また,2.5kg以下の者の割合は年々減少傾向にある(第1-2表 参
照)が,なお年間約12万4,000人の低体重児の出生がみられる。

第1-2表 性別にみた出生児体重の推移
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妊産婦死亡数は,47年に827人であり,出生10万対40.6と,25年の176.1に比べて大幅な改善をみているが,欧
米諸国特にスウェーデン,ノルウェー,フィンランド等の,10.0,10.8,12.4等とは依然として大きなひらきが
ある。我が国では,特に妊娠中毒症,出血によるものが多く,妊娠中の母体保護に大きな問題を残しているこ
とが指摘されよう(第1-3表及び第1-4表参照)。

第1-3表 年次別妊産婦死亡率

第1-4表 主要死因による妊産婦死亡率の国際比較

妊娠中の母体の健康状態については,全年齢を通じて,第1児妊娠期間中にひどいつわりやたん白尿等の異
常が最も多くみられ,また,年齢的には,当然のことながら30歳以上の母体においては,妊娠期間を通じて一
度は異常を示した者が50.5%と高率にみられ,分べん時の異常についても同様のことがいえる(第1-5表参
照)。このことは,第1児を20歳代前半に健康な状態で出産することに努力することによって,第2児,第3児
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の出産に好影響がもたらされることを示すものといえよう。

第1-5表 母の年齢別にみた第1児の妊娠中及び分べん時の異常の有無

また,妊娠適齢期ともいえる20歳代の女性の健康状態が,同年代の男性や少女期に比べて,かなりの異常を呈
していることが注目される。

しかも,妊産婦健診の推進にもかかわらず,43年の母子保健実態調査によると,13%の妊婦は一度も健康指
導を受けていないという状況にあり,母体の健康管理の徹底が必要である。

保健医療分野における主要な指標である生後1年未満の乳児が死亡する割合は,47年で出生1,000人当たり
11.7と,終戦直後の22年の76.7に比し,6分の1以下に減少をみ(第1-1図及び第1-6表参照),欧米諸国と比較し
ても遜色のないところにある。

第1-1図 乳児死亡率年次推移の国際比較

第1-6表 周産期死亡率,新生児死亡率,乳児死亡率の国際比較
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しかし,生後28日未満の新生児死亡については,22年の31.0(出生1,000対)から47年の7.8とほぼ4分の1に改
善をみたが,乳児死亡全体の改善に比べると,いま一歩の感がある。

新生児死亡については,その死因からみて出生時の低酸素状態や,未熟児,先天異常等の問題が残されてお
り,ここでも,妊娠管理の充実が必要とされている。

地域的にみると,47年では,全国平均で7.8(出生1,000対)であるが,大分,岩手,和歌山の10.9,10.7,10.0から,徳
島,山梨,兵庫の6・6,6・7・6・7まで,かなりの格差がみられる。

妊娠8か月以降の死産(後期死産)数と,生後1週間未満の新生児死亡数とを出生数との割合でみたものが周
産期死亡率であるが,25年の46.6(出生1,000対)から47年の19.1へと改善はみたものの,スウェーデンの
16.5(1970),フィンランドの17.2(1970)には及ばない(第1-6表参照)。

母乳は乳児にとっての最良の栄養であるが,母乳を与える母親は減少する一方である。乳幼児身体発育調
査によれば,35年には53.4%の乳児が母乳によって育っていたが,10年後の45年には31.0%と乳児の3分の1
に落ち込み,人工栄養が増加を続けている。

このような現象を招いている原因としてはいろいろなものが考えられようが,BHCやPCBの母乳への混入
についての母親の不安感もその一つとして否定することはできないであろう。

母乳中のBHC,DDT等の有機塩素糸農薬の汚染状況は,母乳汚染疫学調査によれば,46年当初の調査において
は,b-BHCが平均0.1154ppm,最高1.158ppmであり,引き続き実施された46年末から47年初めにかけての第
2回調査においては,平均0.0960ppm,最高0.442ppmと減少をみせた。この傾向はDDTやディルドリンにつ
いても同様であり,厳しい農薬の使用規制による効果のあらわれともいえる。PCBについては,47年の調査
によれば,平均0.035ppm,最高0.2ppmという状況にある。

児童の体位は,戦後著しい伸びを示している。47年度の14歳の男の平均身長(161.2cm)は34年度の1歳上つ
まり15歳の平均身長(160.6cm)を抜き,29年度の2歳上(16歳)の平均身長(161.3cm)とほぼ同じである。

年齢別に,身長,体重,胸囲,座高の発育状況をみると,46年度では,男は12歳から13歳への間及び13歳から14
歳への間,女は10歳から11歳への間及び11歳から12歳への間が発育量が大である。これを26年度と比較し
てみると,おおむね1～2歳その時期が若い年齢に移行してきている(第1-2図参照)。

第1-2図 年齢別にみた年間発育量の推移
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身長と体重,胸囲及び座高とを比較した体型についてみると,男女とも比体重は増加傾向,比胸囲はほぼ横ば
い,比座高は減少傾向にある(第1-3図参照)。つまり,スタイルが良くなり,肉づきがやや良くなってきてい
る。

第1-3図 性別にみた身長・体重・胸囲・座高の伸びの推移

しかし,一方,食生活の向上と運動不足とがあいまって,いわゆる肥満児の増加が認められる。

文部省の学校保健統計調査によると,身長別の平均体重の120%以上の者を肥満傾向児としてとらえている
が,男女とも増加の傾向にあり,地域別にみると,女子の中学2,3年を除き,市部が郡部より多く,また,人口集中
地区がその他地区よりかなり多くなっている(第1-4図及び第1-7表参照)。

第1-4図 性,年齢別にみた肥満傾向児の出現率
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肥満した成人の場合には,高血圧が多く,糖尿,たん白尿等の異常を示す割合も高いなどの問題があるが,児
童期については,今のところ,肥満児と普通児との間にこのような差があるとはいわれていない。しかし,肥
満児の多くがそのまま肥満した成人に移りやすいとすれば,栄養摂取と運動とのバランスを考えた保健指
導,児童の遊び場の確保等の施策が充実されなければならない。

体力の発達を,文部省が39年度から行っているスポーツテストの結果からみると,10歳(小学校5年)から20
歳(大学)まで,全般的には39年度より47年度の記録は向上しているが,特に,懸垂腕屈伸のように,男子の高
校,大学で39年度より47年度の記録が劣っているもの,ハンドボール投げのように女子の高校,大学で低下
の傾向がみられるものなど,一般に高校,大学等で,その伸びがよくない(第1-8表参照)。

第1-8表 運動能力テストの記録の推移
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若年者の死亡率の改善には著しいものがあるが,しかし,30年頃から,児童については不慮の事故が死因順位
の第1位を占め,第2位以下の死因とは大きなひらきがある。特に1～4歳,5～9歳の不慮の事故による死亡
は,それぞれ46年で人口10万対42.3,20.3と全死亡の42.8%,45.3%を占めている。

第1-7表 地域別にみた肥満傾向児の出現率
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1～4歳の年代では,不慮の溺死が不慮の事故の39.5%(人口10万対16.7),交通事故が38・3%(人口10万対
16・2)と,この二つを合わせると不慮の事故の77・8%を占め,全死亡の約3分の1に当たる。5～9歳の年代
では不慮の溺死は27%(人口10万対5.5)と1～4歳よりかなり少ないが,交通事故によるものが半数以上を占
め,両者で全死亡の約4分の1を占めている。10～14歳の死亡率は,各年齢階層を通じて最も少ない。これ
は,主として不慮の事故による死亡が少ない(人口10万対8.4)ことによるためであるが,しかし,不慮の事故
がこの年齢階級でも死因順位の第1位を占めていることには変わりない。

これに対して,15～19歳の死亡率は,他の各年齢階級ですべて死亡率の減少傾向が続いているのに対し,25
年人口10万対247.7,35年105.6,40年68.0と減少してきたものの,43年69.2,44年73、9,45年77.0,46年77.3
と,むしろ近年上昇傾向にある。これは,ほとんどの死因が減少か横ばいの傾向にあるなかで死因順位の第
1位を占める不慮の事故とりわけその約4分の3を占める自動車事故による死亡が,人口10万対で43年
16.8,44年20.9,45年25.1,46年28.5と増加を続けていることに主な原因があろう(第1-9表参照)。

第1-9表 不慮の事故の年齢階級別死亡率の国際比較
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第2節  健康の指標
2  老人の健康

0歳の平均余命すなわち平均寿命が,10年の男46.92年,女49.63年から,47年の男70.49年,女75.92年へと25
年前後という驚異的な伸びをみせたにもかかわらず,高年齢層にあっては,50歳では男18.85年,女2215年か
ら,男は24.85年,女28.85年へと約6年の伸び,65歳では男9.89年,女11.88年から,47年には,男13.23年,女
16.14年という状況にある(第1-5図,第1-6図,第-7図及び第1-10表参照)。

第1-5図 平均余命の推移

第1-6図 平均寿命年次推移の国際比較
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第1-10表 粗死亡率及び訂正死亡率の年次推移

第1-7図 性、年齢別にみた死亡率
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また死亡率をみると,0～4歳においては,10年の人口1,000対40.7から,47年は3．3と著しい改善をみた
が,50～54歳は16.5から5.6,65～69歳は50.7から25.１という状況にある。

死因順位の変化についてみると,10年には,全結核や,肺炎及び気管支炎,胃腸炎等,いわゆる感染症によるも
のが第3位までを占め,全体の約3分の1となっていたが,この傾向は戦後大きく様相を変え,26年は脳血管疾
患が第1位となり,28年には悪性新生物が第2位,33年には心疾患が第3位,43年には不慮の事故が第4位と
なってその状態が現在に続いており,第3位までの死因で,全死亡の56.3%を占めるに至っている。

また55歳以上においては,脳血管疾患,悪性新生物,心疾患の三者によって全死因の85・4%が占められてい
るが,これら三大死因の訂正死亡率については,悪性新生物を除き他の2死因が最近徐々にではあるが減少
に転じている。しかしながら,悪性新生物のなかでも,子宮がんは減少が著しく,胃がんも減少傾向がうかが
える(第1-8図及び第1-11表参照)。

第1-8図 悪性新生物の部位別訂正死亡率の年次推移
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これらの死亡率の減少を通じて今後高齢者層の平均余命の伸びを図っていくためには,青壮年期からの健
康管理,疾患の早期発見のための検診体制の充実等,予防面の対策とともに,老人医学の推進という観点か
ら,これらの疾病に関する研究開発を推進する必要がある。

死亡率には,徐々にではあるが改善がみられる反面,有病率の推移をみると,各年齢層とも増加を示している
なかで,特に高年層のそれの動きがはげしい(第1-9図参照)。

第1-9図 年齢階級別にみた有病率の推移

厚生白書（昭和48年版）



受療率においても,15～24歳においてはほとんど変化を示していないにもかかわらず,45歳以上,特に65歳
以上においては,30年に比べて47年では4倍近くに上昇している(第1-10図参照)。

第1-10図 年齢階級別にみた受療率の推移

病気の種類については,55歳以上の高齢者においては,脳血管疾患,心疾患,高血圧性疾患等の循環器系疾患,
悪性新生物,更には神経痛や白内障等の神経系及び感覚器官の疾患,慢性関節リウマチ等の筋骨格系及び結
合織の疾患等といったいわゆる成人病が約53.9%と主体を占めている(第1-12表参照)。また,一般に減少
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をみてきた結核登録患者数においても,高齢者においてば,若年層に比べて減少傾向が鈍いことも指摘され
る。

第1-11表 三大死因の粗死亡率及び訂正死亡率の推移

第1-12表 傷病大分類別にみた受療率

高齢者の病気の状態は,国民健康調査によってみると,国民全体の傷病日数の1か月間平均が30年の1.7日か
ら46年の4.3日と2.5倍に増加している状況に対し,65歳以上では3,0～3.3日であったものが約3倍の10.4日
となっている。こういった高齢者の疾患に対しては,日常的な栄養,運動,休養等の生活指導,健康診断等健
康管理面での施策の充実と,積極的な健康回復のためのリハビリテーションの機会が十分に提供される必
要がある。
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39年の保健衛生基礎調査によると,自らの健康状態についての意識は,20歳代では「良い」が38.4%,「普
通」が55・3%,「良くない」が6・3%に対して,60歳代では,それぞれ26.3%,51.9%,21.8%,70歳代で
は,20.0%,53.5%,26.4%と,「良くない」と意識している者の割合が高い(第1-13表参照)。

第1-13表 年齢階級別にみた健康意識

47年の老人実態調査においては,65歳以上の国民についての健康意識として,「健康」は29.1%,「普通」が
34.8%,「弱い,病気がち,半年以上床につききり」が36.0%であり,約3人に1人が何らかの健康上の異常状態
を訴えている。35年の同様の調査においては,「丈夫」が35.0%,「普通」46.5%,「弱い,床につききり」が
18.5%であり,これらの調査結果を通じて,老人の健康状態の意識における変化が,はっきりとあらわれてい
る。
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第3節  健康をとりまく諸条件
1  医療関係者

医療保険の改善,各種公費負担医療の充実等の医療保障制度の充実,各種健康診断事業の普及,国民の健康意
識の変化等によって,国民の受療率は高まり患者数は35年から45年にかけて1.61倍に増加したにもかかわ
らず,この間に医師数は1.15倍,病院,診療所に勤務する助産婦,看護婦等の数は1.58倍であって,医療需要の
増加,医療内容の高度化によって,医師をはじめとするマンパワーの不足は深刻なものとなっている。

医師については,戦後44年までは医科大学(医学部)の新増設が行われなかったこともあって,人口10万対医
師数は微増にとどまり,医療内容の高度化,医療需要の増加に対し,その絶対数の不足が指摘されている。ま
た地域的にみて,都道府県別の医師数にはかなりの格差がみられ,更に七大都市及びその他の市と町村では,
著しい格差がみられる(第1-14表参照)。また,特に耳鼻咽喉科,小児科,眼科において医師の不足がある。

第1-14表 地域別にみた医師数の年次推移

以上のような医師不足の解消のため,当面,人口10万対150人程度の医師数を確保することを目標として計
画的に医師養成策が講じられているところであるが,更に長期にわたる医師の適正な供給数について,医療
需要の動向等をも見きわめつつ検討していく必要がある。

医師の資質の向上については,卒後研修について43年度に臨床研修制度が発足しその普及を図り,これに
よって46年度では臨床研修を受けている医師の率も75.8%に達している。しかし,現在,臨床研修は大学の
附属病院における研修に偏りすぎているので,今後は,欧米諸国の諸制度も参考とし,地域医療に即応した形
での研修の機会が拡充されなければならない。

看護婦については,養成施設の増加が図られてきたが,卒業後の就業率の低下もあって,就業看護婦の数は,
増大した看護力需要には到底応じきれない状況になっている(第1-15表参照)。また,現在の看護教育につ
いては,教育制度の近代化の必要が一般に指摘されている。特に,今後,夜間勤務体制の改善を図りつつ看護
需要の増大に対処していくためには,養成施設の新増設,離職防止及び潜在看護婦の活用のための施策を総
合的に講ずる必要があり,勤務条件の改善,看護業務の明確化,近代化等,専門職種にふさわしい職務内容と
処遇の確立を図らなければならない。
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第1-15表 看護婦・准看護婦の就業状況

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和48年版）



  

総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第3節  健康をとりまく諸条件
2  研究開発の推進

成人病の治療,先天性疾患やいわゆる難病の原因究明,各種疾患に対するリハビリテーション技術の開発,食
品,医薬品の安全性の確保.公害等環境汚染問題への対処等,現在の国民の健康の問題は,ますます高度な科
学技術による解決を必要としてきている。このような科学技術の開発には,医学と関連科学を統合したラ
イフサイエンスの確立発展とあわせ,科学技術が人間社会にもたらすあらゆる影響を評価しつつ研究開発
を進めるというテクノロジーアセスメントの考え方を導入するなど多角的な研究開発の積極的推進が図
られなければならない。

更に,現在の研究プロジェクトは,個々の研究課題についての研究費の額が小さく,また,関連する領域の総
合的な研究の推進も必ずしも十分なものではない(第1-16表参照)。研究開発プロジェクトの大型化と総合
化なしには,その推進が困難である研究分野は増大してきており,老化現象の究明や医療情報システムの研
究開発等,今後の研究開発の推進にはこのような動向に対応した研究開発体制の確立と研究費の投入が不
可欠である。

第1-16表 厚生省科学技術振興費の年次推移
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第3節  健康をとりまく諸条件
3  包括医療体制

従来,我が国の医療については,疾病の治療面に比べて,健康の増進,疾病の予防,リハビリテーション面での
立ち遅れが指摘され,健康の増進からリハビリテーションまでを含めた,一貫した,また均衡のとれた包括医
療体制の確立の必要がいわれてから久しい。
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第3節  健康をとりまく諸条件
3  包括医療体制

(1)  健康増進活動の状況

国民の健康増進については,厚生省としては,栄養改善の問題とともに,42年度から,各地方都市において
「栄養と健康展」を開催し,45年度からは,各保健所で保健栄養学級を開催し,日常生活のなかでの正しい栄
養,運動,休養のとり方についての具体的な指導を行う事業を実施してきた。

国民の健康増進のための各種の活動は,各人の健康度と,生活環境に対応した生活処方に基づいて行われな
ければ効果をあげることはできないという考え方に立って,46年度には,国民の健康の指標の基準を定める
ために必要な検査法とその判定法を策定するためのフィールド調査を実施し,これに基づいて,47年度には,
地域における健康増進の拠点として,国民が気安く健康度の判定を受け,それに対応した生活処方による健
康増進の実地指導が受けられるよう,健康増進モデルセンターが全国にまず2か所設置された。国民の自主
的な健康増進活動に必要な各種の施設は,近年,次第に普及しつつある(第1-17表参照)が,今後においては,職
場における健康管理,健康体操の実施等の健康増進事業と並んで,地域社会における家庭婦人,老人等の健康
増進活動の推進を図るため,地域における健康増進活動のための施設整備とともに,健康増進活動に地域社
会の医師が積極的に参加し,その指導,助言を受けて国民の自主的な健康増進活動が活発に行われるような
体制づくりが必要であろう。

第1-17表 公共スポーツ施設の整備状況
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第3節  健康をとりまく諸条件
3  包括医療体制

(2)  予防活動

戦後,我が国の予防活動が,各種の急性伝染病,結核対策を中心に発展し,大きな成果を示したが,今日におい
ては,人口構造,疾病構造の変化に伴い,成人病の問題先天性疾患,妊娠中毒症等の出産をめぐる問題の解決
が,予防活動の重要な分野になっている。

現在の予防活動は,乳幼児,妊産婦については保健所,学童については学校長,職域については事業主,一般家
庭婦人や老人については市町村長が実施主体となり,各種の予防活動を行っているが,生涯を通じての健康
管理体制という観点から,これらの間の有機的な連携を図る必要がある。

各種の予防活動における実施状況をみると(第1-18表参照),妊産婦,未熟児については,健診の受診率の向上
がみられるが,がん,循環器疾患を主とした成人病検診・老人健康診査の受診状況については,検診体制,事
務管理体制に問題が残っている。

第1-18表 各種の予防活動実施状況
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このように,各種の予防活動は幅広く実施されているものの,その受診の状況,検診の内容には改善の余地が
大きく,地域におけそ医療機関,保健所等の有機的な連携のもとに国民の各年齢階層を通じ一貫した健康の
保持,増進の体制の拡充が望まれている。
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第3節  健康をとりまく諸条件
3  包括医療体制

(3)  母子保健

母子保健法が40年に制定され,妊産婦乳幼児に対する健診,保健指導,妊娠中毒症患者や身体障害児,未熟児
に対する医療費の公費負担制度等各種施策の拡充が図られ,また妊娠中毒症や先天性疾患等の原因究明が
進められている。しかし,妊産婦や乳児に対する保健指導の伸びは悪く,また妊娠届け出において妊娠6か
月以降の届け出が,47年にはなお18.3%みられ,更には,母乳による育児が漸減傾向にある。

今日,妊産婦死亡は劇的な改善をみたものの,なお,諸外国と比較してかなりの高率を示し,しかもその本態
が十分に究明されていない妊娠中毒症がその主因となっており,また,脳性小児麻ひ,先天性心疾患等の発生
予防等,学問的に問題解決がなかなか困難な問題が残されている。これらの問題解決に当たっては,高度専
門的な母子医療を担当する医療機関の普及によって,我が国の母子医療の一般的な水準の向上を図るとと
もに,これと並んでこれらの妊娠中の母体の健康管理について,一層の充実が必要である。
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第3節  健康をとりまく諸条件
3  包括医療体制

(4)  老人医療

老人の疾患は,慢性的な経過をたどり,また,各種の合併症を有する場合が多いなどの特徴を持っており,更
に,身体機能が全体的に低下していることから,療養生活には,医療機関においても,家庭においても,看護,介
護の面で細心の配慮が必要である。

47年度からの老人医療費公費負担制度の実施等に伴う老人の受診率の向上もあって,今後老人患者のため
の医療機関の整備が求められてくるとともに,このような老人医療の特性に対応して,医療機関におけるリ
ハビリテーション機能の整備,更には医療機関と社会福祉施設,家庭との連携,また家庭における看護,介護
を援助する施策の充実が望まれている。
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総論－－転機に立つ社会保障－－
第1章  健康

第3節  健康をとりまく諸条件
3  包括医療体制

(5)  医学的リハビリテーション

心疾患や脳血管疾患が戦前から多くみられた西欧諸国においては,医学的リハビリテーションの体制が早
くから整備されているが,我が国に,おいては,この面での施策が立ち遅れ,近年の脳血管障害患者の増加,後
遺症を伴う交通事故患者の増加等によるリハビリテーションの需要に十分応じきれない現状にあり40年
に行われた医学的リハビリテーションについての厚生省の調査によれば全患者の1.3割(外来O.8割,入院
2.2割)の患者に医学的リハビリテーションが必要であり,対象患者の多い疾病は,慢性関節リウマチ,骨折,脳
血管疾患,精神性疾患等である。これらの需要に対して医療機関の供給の状況は,42年の医療施設調査によ
れば,全病院7,505のうち,運動療法室を有するものが1,039(13.8%),水治療法室759(10.1%),物理療法室
2,482(33.1%),作業療法室912(12.2%)であり,46年の救急医療現状調査によると,一般病床200床以上の病院
における状況も,急性期リハビリテーション設備を有する病院は,7.17病院のうち32.2%という状況であ
る。一方,リハビリテーションを直接担当する理学療法士及び作業療法士の有資格者は,48年4月現在それ
ぞれ1,366人及び397人であり,1病院1人という線にも達していない。

リハビリテーションの立ち遅れを取り戻すためには,リハビリテー_ション関係職員の大幅な養成のための
施策と同時に,医療機関が積極的にこれに取り組めるような諸条件を整える必要がある。
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4  地域保健医療体制

救急医療,休日・夜間診療の問題,入院待機の問題,病院・診療所内の混雑の問題,更には離島,山村等過疎地
域での無医療状態の問題といった国民の医療機会確保の問題は,近年,医療に対する国民の不満の一番大き
な原因となってきている。

救急医療については,救急搬送体制の整備ともあいまって,救急隊による交通事故,家庭での急病,災害等に
よる救急患者の搬送人員についてみると,39年以後46年までで6,8倍と増加し,年間g5万4,000人となってい
る。そのうち46年の交通事故患者は33%であり,また家庭での急病患者が毎年15～20%の伸びを示し,46
年において全体の45%を占めている状況にある。

一方,救急告示病院・診療所は,同じ期間についてみれば,39年4月に制度が発足して以来,46年までで,総数
では1.9倍の伸びにとどまり,救急病院数2,772,救急診療所数1,823である。また,高度専門的な二次救急医
療を担当する医療機関としての救急医療センターは,43年度より人口100万人に1か所の割合で整備が進め
られ,現在までに153か所設置されている。

これらの救急医療施設を通じて,脳神経外科,整形外科,麻酔科を標ぼう若しくは担当する施設数は毎年伸び
てきているものの救急医療体制全体としては,頭部外傷を中心とする高度な医療が十分提供できる体制に
は必ずしも到達していない。また救急告示病院・診療所の数でも地域的なアンバランスがある。

休日,夜間の診療体制については,国は地域における「休日急患対策協議会」の設置への助成を通じて地域
医師会による当番医制の普及に努めているが,その普及率は,対象人口でみると,46年で約55%である。

また,医療機関のない地区で,当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径4kmの区域内に50人以上
が居住している地区であって,かつ容易に医療機関を利用することができない地区を無医地区としてみる
と,46年1月現在,無医地区を有する市町村は1,054,人口50～300人の無医地区1,420,人口300人以上のそれ
が1,053となっている。

これらのへき地に診療所を設け,医師を定着させて医療の確保に当たることは,医師不足の全国的傾向も
あって極めて困難な状況にある。

このため,これらの地区の医療の確保については,患者輸送車,患者輸送艇等の機動力の整備,親元病院によ
る巡回診療の実施等の施策が講じられてきたが,これらの地域のうち,特に冬期間交通の途絶する豪雪地帯,
離島の医療の確保は住民にとって大きな問題である。

以上のような諸問題については,医師をはじめとする医療関係者の不足の問題の解決とあわせて,へき地医
療対策,救急医療対策,休日・夜間医療対策といった従来からの各施策の一層の充実が必要とされている。
と同時にこれらの問題は,地域の問題状況に即応した地域医療計画を樹立し,地域における医療関係者及び
関係施設がその能力と機能を有効に発揮できるように有機的に組織され,システム化されるという方向で
具体的に問題解決が図られなければ,国民の要望にこたえうる地域医療の確保は困難とみられる。

このような地域医療計画の試みは,北海道,青森,秋田,宮城,静岡,鳥取県等において,地域医師会の協力を得て
既に始められており,へき地医療,救急医療,休日・夜間の診療体制といった問題もこのような地域医療計画
の中心的な課題として検討されつつある。
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しかしこのような地域計画に基づく事案が円滑に実施されるためには,国の助成の充実が図られるととも
に,病院,診療所,保健所その他の医療関係施設の相互の連携,機能の分担,更には地域計画を効果的なシステ
ムとして実現するための情報機器の導入のあり方等,今後解決をしなければならない多くの問題がある。
国は,48年度において,医療情報システムの研究開発に本格的に着手し,地域医療システムの確立によって,
これらの問題を解決しようとする方向に大きく踏み出した段階である。
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5  医療保障

医療保障については,36年4月1日に国民健康保険の全国普及の達成により,医療保険は全国民に適用される
こととなった。

医療保険における給付割合の改善については,まず国民健康保険について36年10月1日に世帯主の結核,精
神病についての7割給付の実施,38年10月1日に世帯主の全疾病についての7割給付の完全実施,42年度に世
帯員についての7割給付の全面実施という改善が行われてきた。

また,多年の懸案であった被用者保険の家族の給付割合について,第71回国会において健康保険法等の改正
が成立し,7割給付と月額3万円を超える医療費の自己負担分を償還する高額療養費支給制度が発足するこ
ととなった。

また,この高額療養費支給制度は,国民健康保険の加入者についても実施ざれることとなっている。

これら医療保険の給付改善と並んで各種の公費負担医療制度の創設により医療保障の充実が図られ,特に
医療費負担の軽減についての社会的要請が切実であった小児がんについては46年度から,小児ぜんそくに
ついては47年度から,また各種の難病患者については48年度から医療費の公費負担が行われ,また老人につ
いては47年度から70歳以上の老人の医療費公費負担制度が実施され,更に48年度にはその対象を65歳以上
のねたきり老人等に拡大するなどの充実が行われてきた。

この結果,医療保険制度と各種公費負担医療制度とによって国民に保障される医療保障の水準は,諸外国と
の比較によってみても,我が国の社会保障制度において最も充実された部門となるに至った。

しかし,医療保険制度においては,第1に,給付水準について,被用者保険における本人と家族との間の給付割
合の格差,制度間の格差を更にどのように解消していくかという問題,第2には,費用負担のあり方について,
制度間における負担の格差,標準報酬の上限の引き上げをどのように考えるかという制度内の負担の公平
の問題,また被用者と事業主との負担割合の問題といった今後解決されなければならない問題を残してい
る。

また,老人医療無料化の実施を契機として医療保険制度と各種の公費負担制度とのあり方が改めて問題と
されてきている。

更に医療保険の給付に関連して,入院の際の室料についてのいわゆる差額徴収や看護婦不足の状況を反映
した付添い看護が問題とされている。
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6  食品の安全問題

食品は日々体内に摂取され,人間の生命と健康を維持するものであり,その安全性は何にもまして要請され
るものであるが,最近水銀,PCB(ポリ塩化ビフェニール),カドミウム,残留農薬等による食品汚染が健康被害
の問題を生じ,あるいは日常摂取する各種の食品に使用されている化学的合成品である食品添加物に対し
て不安が増大するなど,食品の安全性問題についての国民の関心が急速に高まっている。また,過去に起
こった森永ヒ素ミルク中毒事件,カネミ油症事件等の食品事故事件が,救済問題を含めて社会的に大きくと
りあげられている。
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6  食品の安全問題

(1)  食品事故問題

最近の食品工業における製造工程の高度化,大規模化等には著しいものがあるが,これは,いったん食品事故
が発生した場合には,その被害が広範となることにも通じている。また,化学的合成品等による事故の場合
は,細菌性の中毒とも異なって被害の態様,程度が一様でなく,回復が容易でない事例が生ずることも考えら
れる。このような事故として,30年に起こった森永ヒ素ミルク中毒事件がある。この事件は,森永乳業株式
会社徳島工場製造の調製粉乳に使用された乳質安定剤が,ヒ素化合物を含むことに起因し,近畿,中国等を中
心として乳幼児に皮膚の色素沈着,肝腫張,発熱等の症状を持ったヒ素中毒患者が多数発生したものであっ
た。これらの患者数は,32年3月1日現在で,1万2,344名,うち死者130名にのぼった。

これらの中毒患者の発生は2年あまりで終そくしたが,事件発生後14年目の44年10月第27回公衆衛生学会
において,当時の中毒児のその後の状況が報告されたことにより,これら被害者の救済問題が再び大きな社
会問題となった。そして,被害者団体は48年4月10日,森永乳業株式会社及び国に対して損害賠償請求訴訟
を提起するに至っている。

また,43年10月,カネミ倉庫株式会社北九州工場において,米ヌカ油製造中,脱臭工程に使用されたPCBが製
品中に混入し,これを摂取した人々に色素沈着等の皮膚粘膜症状や四肢のしびれなどの症状を呈するいわ
ゆるカネミ油症事件が起こり,中毒患者の数は,九州地方を中心として48年6月現在1,189名にのぼってい
る。この事件についても現在損害賠償を求める民事訴訟が行われている。

このような食品事故事件は,多数の消費者に食品を提供する食品関係業者に対し,安全な食品の供給のため
の原料検査,製造工程の点検,製品の管理等にわたっての万全の注意の必要性を喚起するとともに,国,地方
公共団体に対しても十分な監視体制の確立を要請するところとなっている。なお,食品事故による被害者
の救済の方策について,国は,検討を進めているが,森永ヒ素ミルク中毒事件については,現在厚生省も加
わって被害者団体と森永乳業株式会社との間において救済対策の実現についての話し合いが進められて
いる。
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6  食品の安全問題

(2)  重金属及び残留農薬による食品汚染問題

水俣湾沿岸,阿賀野川流域での有機水銀による水俣病患者の発生,神通川流域でのカドミウムによるイタイ
イタイ病患者の発生等は,有機水銀やカドミウムを含む工場排水や鉱山排水が魚介類や飲料水等を汚染し
て,それを摂取したことによって生じたものであり,これら重金属による食品汚染の問題は,国民の大きな関
心事となった。

とりわけ有機水銀については,水俣湾,阿賀野川流域に限らず広く水銀使用工場が各地に所在していること
から,その全国的な汚染実態のは握が必要とされ,48年6月から全国いっせいに水銀汚染が問題となる水域
の実態調査が行われ,これと併行して水銀に関し魚介類や底質除去について暫定的な基準が設けられた。
前記実態調査のうち,問題の水域の調査結果によると,魚介類への蓄積はほとんどが規制値内であったが,一
部の水域で水質や底質から当該暫定基準を超える水銀が検出され,今後の対策が必要とされている。

一方カドミウムについては,食品衛生法に基づく食品の成分規格(玄米中のカドミウムの量が1.Oppm未満)
に適合しない米が検出された地域は,土壌汚染対策実態調査によると,46年度調査対象地域117地域中28地
域にのぼった。

またDDTやBHC等の有機塩素系農薬は,人体への残留性が高いため,これらによる汚染食品の摂取を通じて,
人体への健康被害をもたらす恐れが考えられることから,46年5月にはDDTの,同12月にはBHCの全面的な
製造及び使用の禁止措置がとられた。この結果,現在では農作物中へのこれら有機塩素系農薬の残留はほ
とんどなくなった。農作物中の各種農薬の残留基準の設定は,48年11月末現在ですでに29食品について行
われているが,今後とも残留基準の設定作業の進ちょくを図る必要がある。
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6  食品の安全問題

(3)  食品添加物の総点検

食品添加物は,本来必要最少限のものについてのみ使用を認めるべきであり,安全性が十分確認されていな
い場合はもちろん,製法の安易性,過度の着色等食品添加物使用の必要性が少ない場合については使用され
るべきでない。このような観点から37年度以降食品添加物についての再点検作業を開始し,慢性毒性試験,
代謝試験,催奇型性試験等の安全性に関する総合的な検討にあわせ,必要性の観点からの検討も行っており,
この結果現在までに食用赤色1号,4号,ズルチン等安全性に疑いがあるものとして削除されたもの15品目,
安全性を確認する資料がないとして削除されたものとして食用赤色103号,クロラミンT,硫酸銅の3品目,必
要性がないものとして削除されたもの21品目,合計39品目が食品添加物の品目から削除されており,今後と
も更に総点検作業の進ちょくを図る必要がある。
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(4)  食品の安全対策の強化

以上のような状況は,食品製造工程の複雑化,食品の大量生産,冷凍食品の普及等食品をめぐる状態が急速に
変化したことに一因を有するものであろう。科学技術の発展は,食品の分野においても大きな影響を与え,
新しい食品が開発され,国民の食生活を豊かにしている反面,これに附随して新しい問題も次々と生じてき
ている。とりわけ,最近の魚介類に含まれる水銀の問題にみられるように,日々摂取している食品の安全性
に疑念が持たれたときの国民の不安は測り知れないものがあり,このような食品に対する不安の解消を図
ることが何にもまして緊急である。このような問題の対応策としては,食品添加物の規格基準の強化,製造
工程の複雑化に対応した事業者自身による自主的な安全点検の強化,食品衛生監視指導体制,試験検査研究
体制の整備拡充,重金属等の暫定基準等のきめ細かな運用といった対応が必要であり,更には食品汚染の正
確かつ迅速なは握,汚染原因の究明,その除去,汚染食品を摂取している人々の健康への影響のは握等の措置
を的確に講じ,健康被害の未然の防止に努めることが何よりもまず必要であろう。
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7  医薬品の安全問題

35年頃から我が国のみならず,ドイツ連邦共和国,イギリス,スウェーデン等において大量に発生したサリド
マイド事件を契機として,医薬品の安全確保の問題についての社会的な関心が急速に高まり,厚生省として
も従来にもまして医薬品の製造(輸入)承認の審査の厳格化を図るともに,42年からは副作用モニター制度
を発足させ,国・公立病院,大学附属病院を対象とした副作用情報の収集体制を確立し,また,47年からは
WHOの国際医薬品モニター制度にも加入し,国際的な情報の交換を行っている。これらによって得られた
情報は,中央薬事審議会において学問的検討が加えられ,使用上の注意事項の策定,要指示医薬品への指定等
に当たっての参考資料として活用されるとともに,特に重要な副作用を呈する医薬品については製造販売
の中止等の行政措置が行われる体制となった。これによって45年9月スモン発生の疑いのあるキノホルム
について販売中止の措置をとったところである。

一方,医薬品の有効性を検討するため,46年10月に中央薬事審議会に医薬品再評価特別部会が設置された。
同部会においては,まず,精神神経用剤,抗菌製剤等についての審議が進められ,48年11月にはマレイン酸ア
セチルプロマジン等の精神神経用剤6品目,ペニシリンの塩類等の抗菌製剤14品目計20品目について医薬
品としての有用性が疑わしいとして,直ちに製造販売の中止の措置が行われた。この再評価作業は,42年10
月以前に承認された医薬品について50年度を目標に続けることとしている。

また,種痘を中心とする予防接種による副作用事故が発生しているが,これについては,45年7月から緊急措
置として被害者に対する弔慰金ないしは医療費の支給等の救済措置を講ずるとともに,弱毒性ワクチンの
開発等により予防接種の安全性の向上に努めている。

このように医薬品の開発に当たっては,今後特に副作用問題を十分考慮した研究開発の促進,製造(輸入)承
認に当たって,より一層の厳格な審査体制の確立の要請が高まっており,また承認後においてもこれらの医
薬品の副作用に関し常時情報を収集し,これを評価し,伝達して,医師をはじめとする医療関係者が医薬品使
用に当たっての副作用発生に対する細心の注意を払うことができるような体制の確立が必要である。ま
た,これらの措置の基盤として,医薬品の副作用,品質等について科学的な試験検査,研究を迅速に行いうる
施設の整備が必要である。更に正しい医薬品の使い方を国民一般に普及していく必要がある。

なお,医薬品の副作用による被害については,上述のような施策を推進することにより,その発生の未然の防
止に努めることが何よりも肝要であるが,同時に,それにもかかわらず不幸にして発生した被害者に対する
救済についても十分な配慮が行われなければならない。恒久的な救済対策の実現に当たっては,医学,薬学,
法律学等多方面にわたり,解決を必要とする幾多の問題点が残されているが,今後ともその前進を図るべく
検討を進めていく必要がある。
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